
法
第
一
五
号
一
閣
議
決
定
一
令
和
元
年
十
月
十
八
日

別
紙
法
務
大
臣

内
閣
総
理
大
臣

菫
雨
睾
蔵

江
藤
国
務

加

復
権 藤

国
務

〈
祠

案

０
０
１

御

下
付
一武

田
国
務

菅 北

村

衛
藤
河
野

河

野
内
閣
法
制
局
長

入、
マ

ぐ

千口

元
年
十
月
十
八
日
一
公
布
一
今
和
通
年
十
月
幸
子

国
務

本
国
務
大
臣

国
務

国
務

国
務

L一一一一一

内閣法制局

河
井

茂
木
萩
生
田
国
務
大
臣
盗

高
市
国
務
大
臣
塾

麻
生
国
務
大
臣

Ｉ

庁
！
ｉ
」

小 赤

泉 羽

令
和
》
か
年
十
‐
月
十
七
日

内
閣
官
房
長
官

内
閣
官
房

＄

⑬
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提
案
の
と
お
り 政
令
案

認
め
る
0

|’

を
審
査
し
た
が
、
右
は
請
議
の
よ
う
に
閣
議
決
定
さ
れ
て
よ
い

と

内閣法制局



｜

御

令
和
元
年
十
月
一
手
二
日

名

証
し
、
復
権
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

璽

内
閣
総
理
大
臣



、

’

内閣法制局

’

と

内
閣
総
理
大
臣

法
田
務
大
臣

こ
の
政
令
の
署
名
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。
、
卜
‐
＆



1
1

7五
内閣総理大臣安倍

垂
日 殿三

一

五一

法務大臣河井克
／
列
●
Ｉ

復権令について

標記政令を制定する必要があるので，別紙政令案及び理由を添

えて閣議を求めます。

日本国政府

内閣

按制局

戎第ワ号
令和元年i明iも日



日本国政府



政
令
第
壱
三
十
一
号

復
権
令

内
閣
は
、
恩
赦
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
号
）
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

一
個
又
は
二
個
以
上
の
裁
判
に
よ
り
罰
金
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
、
そ
の
全
部
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
の
免
除
を
得
た

日
か
ら
令
和
元
年
十
月
二
十
二
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
に
三
年
以
上
を
経
過
し
た
も
の
は
、
基
準
日

に
お
い
て
、
そ
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
た
た
め
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
喪
失
し
、
又
は
停
止
さ
れ
て
い
る
資
格
を
回
復
す

る
。
た
だ
し
、
他
に
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

|日本国政府
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）

理
由

即
位
の
礼
が
行
わ
れ
る
に
当
た
り
、
罰
金
に
処
せ
ら
れ
た
た
め
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
資
格
を
喪
失
し
、
又
は
停
止

さ
れ
て
い
る
者
に
対
し
て
、
政
令
で
要
件
を
定
め
て
復
権
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

日本国政府



百本国政府



こ
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
（
附
則
関
係
）

一
一
個
又
は
二
個
以
上
の
裁
判
に
よ
り
罰
金
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
、
そ
の
全
部
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
の
免
除
を
得

資
格
を
回
復
す
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
者
が
他
に
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ

た
日
か
ら
令
和
元
年
十
月
二
十
二
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
に
三
年
以
上
を
経
過
し
た
も
の
に
つ
い

て
、
基
準
日
に
お
い
て
、
そ
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
た
た
め
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
喪
失
し
、
又
は
停
止
さ
れ
て
い
る

の
限
り
で
な
い
。
（
本
則
関
係
）

復
権
令
案
要
綱

1



○ ○ ○

刑
法
恩
赦
法
施
行
規
則

恩
赦
法

復
権
令
案
参
照
条
文

へ

明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）

目へ

昭
和
一
一

十
二
年
法
律
第

へ

昭
和 次
一
一

十 、

一
一

年
司
法
省
令
第
七
十
八
号
）

一
一

十
号
）

へ

抄
一

へ

抄
…

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
一
ｍ
／
目

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
。
●
●
可
Ｉ
《

へ

抄
一

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
・
「
Ｉ
上



第
十
条
復
権
は
、
資
格
を
回
復
す
る
。

第
九
条
復
権
は
、
有
罪
の
言
渡
を
受
け
た
た
め
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
資
格
を
喪
失
し
、
又
は
停
止
さ
れ
た
者
に
対

第
十
三
条
恩
赦
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
判
決
の
原
本
に
付
記
を
な
す
べ
き
検
察
官
は
、
有
罪
の
言
渡
し
を
し
た
裁
判
所

第
十
四
条
検
察
官
は
、
恩
赦
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
判
決
の
原
本
に
付
記
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟
記
録
が
他
の

○
恩
赦
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
号
）
（
抄
）

○
恩
赦
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
司
法
省
令
第
七
十
八
号
）
（
抄
）

２
復
権
は
、
特
定
の
資
格
に
つ
い
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
通
知
書
は
、
こ
れ
を
訴
訟
記
録
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

検
察
庁
に
在
る
と
き
は
、
そ
の
検
察
庁
の
検
察
官
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
政
令
で
要
件
を
定
め
て
こ
れ
を
行
い
、
又
は
特
定
の
者
に
対
し
て
こ
れ
を
行
う
。
但
し
、
刑
の
執
行
を
終
ら
な
い
者
又

は
執
行
の
免
除
を
得
な
い
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
行
わ
な
い
。

に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
と
す
る
。

－1－



第
十
五
条
有
罪
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
で
大
赦
に
よ
り
赦
免
を
得
た
も
の
は
、
有
罪
の
言
渡
し
を
し
た
裁
判
所
に
対
応
す
る

第
三
十
一
条

第
三
十
二
条
時
効
は
、
刑
の
言
渡
し
が
確
定
し
た
後
、
次
の
期
間
そ
の
執
行
を
受
け
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
す
る
。

○
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
（
抄
）

検
察
庁
の
検
察
官
に
申
し
出
て
、
そ
の
旨
の
証
明
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
令
に
よ
り
復
権
を
得
た
者
も
、
同
様
で
あ

る
0

三
三
年
以
上
十
年
未
満
の
懲
役
又
は
禁
銅
に
つ
い
て
は
十
年

四
三
年
未
満
の
懲
役
又
は
禁
銅
に
つ
い
て
は
五
年

二
十
年
以
上
の
有
期
の
懲
役
又
は
禁
銅
に
つ
い
て
は
二
十
年

一
無
期
の
懲
役
又
は
禁
銅
に
つ
い
て
は
三
十
年

（
刑
の
時
効
）

（
時
効
の
期
間
） 刑

（
死
刑
を
除
く
。
）
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
は
、
時
効
に
よ
り
そ
の
執
行
の
免
除
を
得
る
。

－2－



第
三
十
四
条
の
二
禁
銅
以
上
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
そ
の
執
行
の
免
除
を
得
た
者
が
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
い

２
刑
の
免
除
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
言
渡
し
が
確
定
し
た
後
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
い
で
二
年
を
経
過

を
得
た
者
が
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
い
で
五
年
を
経
過
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

し
た
と
き
は
、
刑
の
免
除
の
言
渡
し
は
、
効
力
を
失
う
。

六
拘
留
、
科
料
及
び
没
収
に
つ
い
て
は
一
年

で
十
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
刑
の
言
渡
し
は
、
効
力
を
失
う
。
罰
金
以
下
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
そ
の
執
行
の
免
除

五
罰
金
に
つ
い
て
は
三
年

（
刑
の
消
滅
）

－3－


